
事 務 連 絡 

令和元年 12 月 27 日 

 

各私立学校設置学校法人事務担当者 様 

（幼・幼保・小・中・高・特・専） 

 

     岩手県政策地域部学事振興課私学振興担当 

 

 

改正私立学校法説明会資料等の送付について 

このことについて、文部科学省から標記説明会に係る資料が送付されましたので、別

添のとおり送付します。（資料２及び 12については、岩手県知事所轄学校法人向けに一

部編集しております。） 

また、「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受

けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為（都道府県知事所轄学校法人）」の関係資

料についても送付されましたので、併せて、別添のとおり送付します。 

 なお、上記寄附行為の内容については、学校法人寄附行為作成例（令和元年 12月 10

日改正）に反映させているものであることを申し添えます。 

 

 

 

 

【担当】私学振興担当 戸塚・半田 

電話 019-629-5041 FAX019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 


